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重要事項説明書（訪問介護サービス） 

 

 

  訪問介護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第３７号第８条に基づいて、当事業

者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

1・事業所概要                                                                 

経 営 主 体 株式会社 ライフアップ  

事 業 所 名 仙台介護サービス 

所 在 地 仙台市若林区遠見塚３丁目８番２５ 

 

 

管理者の氏名 池田 由美  

電 話 番 号 ０２２－３５５－８１０５  

ＦＡＸ番号 ０２２－３５５－８１０６  

指定事業者番号 ０４７５３０１７４３  

サービス提供地域 仙台市内  

 

２．事業の目的と運営方針                                                      

 事業の目的 介護保険法令に従い、ご契約者が居宅において、その有する能力

に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支

援することを目的とし、訪問介護サービスを提供します。 

 

 運営の方針  訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有す 

る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、 

排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。 

 事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健･医療・福祉サ 

ービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める 

ものとします。 

 

 

３．事業所の職員体制                              

 職    種    勤務体制及び員数    

 管理者 １名（ 常勤でサービス提供責任者兼務 ）  

 サービス提供責任者 ０名（ 常勤０名）  

訪問介護員 介護福祉士 （常勤で管理者兼務１名,非常勤で２名） 

訪問介護員養成研修２級課程修了者（非常勤で専従３名） 
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４．営業時間  

                                                             
５．提供するサービスと利用料金 《 令和７年 ４月改正 》 

（１）サービスの概要 

種  類 内  容 利用料（自己負担分） 

 1割負担 2割負担 3割負担 

身体介護 （例）  

入浴介助 

排泄介助 

食事介助 

体位交換 

 

２０分以上３０分

未満 

３０分以上１時間

未満 

１時間以上の場合 

 ３０分増す毎に 

６５単位加算 

 

２４４円 

 

３８７円 

 

６８円 

 

 

３８２円 

 

５０９円 

 

１３６円 

 

５７２円 

 

７６３円 

 

 ２０４円 

生活援助 （例）  

調  理 

洗  濯 

掃  除 

買  物 

２０分以上４５分

未満 

 

４５分以上 

 

１７９円 

 

 

２２０円 

３７３円 

 

 

４５９円 

 

５６０円 

 

 

６８８円 

 

初回加算 ２０９円 ４１７円 ６２６円 

介護職員処遇改善加算Ⅳ 介護報酬総単位数（基本サービス費＋各種加算減算）

×サービス別加算率（処遇改善加算Ⅳ １４．５％）

〈１単位未満の端数四捨五入〉×１単位の単価 

※ 介護処遇改善加算の利用者負担額（１割）は、上記額－【上記額×１．０（１円未

満切捨）】 

* 処遇改善加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して 

いるものとして都道府県知事等に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、

第１号訪問事業を行った場合に、加算があります。 

 

 

※ 平常の時間帯（午前８時～午後６時）以外の時間帯でサービスを利用される場

合には、通常の利用料金に割り増し料金が加算されます。 

 

営 業 日 

 

日 月 火 水 木 金 土 祝 その他の 

年間休日 

8/14～8/16 

12/30～1/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０（その他、応相談 ） 
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・夜間（午後６時～午後１０時まで）   ２５％加算 

・早朝（午前６時～午前８時まで）    ２５％加算 

・深夜（午後１０時～午前６時まで）   ５０％加算 

※ 訪問介護員養成研修３級課程修了者による要介護者への訪問介護サービスについ

ては、通常の利用料金の３０％が割り引かれます。 

※ ２人の訪問介護員でサービスの提供を行う必要がある場合、ご契約者の同意を得

た上で、通常の利用料金の２倍の料金を頂きます。 

※ 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、利用料金の全

額がご利用者の負担となります。 

※ 生活援助は、ご利用者本人を対象に行います。制度上、家族の方の家事は行いま

せんので、ご了承願います。 

※ 医療機関の支払いや、買物に伴う場合を除く金銭の取り扱いは致しません。 

※ 令和元年８月以降、第一号被保険者（６５歳以上）で、一定以上の所得がある方

が介護サービスを利用する際利用者負担が２割・３割に変わります。 

 

（２）利用料金の支払い方法 

   利用料金は、１ヶ月毎に計算し、利用の翌月にご請求します。 

 

（３）利用の中止、変更、追加 

   ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、追加する場合

には利用日の前日までにお申し出ください。ただし、訪問介護員の稼働状況によっ

ては、変更、追加が困難な場合があります。 

 

（４）訪問時間の変更等 

   交通事情や天候等により、訪問介護サービスの開始時間が遅れる場合があります。

開始時間が著しく遅れる場合には、事業所よりご連絡いたします。 

 

（５）訪問介護員の変更等 

  訪問介護員は、固定的なものではありません。事業者の都合や体調不良時等により、

訪問介護員の変更があります。その際は事業所よりご連絡し、了承を得てからの代

行訪問員になります。 

 

 （６）キャンセル料 

 利用予定の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下の通りキャンセル料を

いただきます。ただし、あなたの体調や急変など、やむを得ない事情がある場合は、キ

ャンセル料は不要とします。  

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日午後５時以降 利用者負担金の１００％ 

利用予定日の当日 利用者負担金の２００％ 
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６．苦情申立・虐待防止受付窓口  

  当事業者の訪問介護サービスに関する相談・苦情についてのご相談・苦情を承りま

す。また当事業者以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができ

ます。 

苦情申立窓口 時間・連絡先 

仙台介護サービス 平日  午前９時～午後５時 

電話  ０２２－３５５－８１０５ 

事務所相談室担当者  池田 由美 

仙台市介護事業支援課 平日  午前９時～午後５時 

電話  ０２２－２１４－８１９２ 

仙台市内各区役所障害高齢課 平日  午前９時～午後５時 

青葉区役所 電話 ０２２－２２５－７２１１ 

若林区役所 電話 ０２２－２８２－１１１１ 

宮城野区役所 電話 ０２２－２９１－２１１１ 

太白区役所 電話 ０２２－２４７－１１１１ 

泉区役所 電話 ０２２－３７２－１１１１ 

宮城県社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

 平日  午前９時～午後５時 

電話  ０２２－２５５－８４７６ 

宮城県国民健康保険団体連合会  平日  午前９時～午後４時 

 電話  ０２２－２２２－７７００ 

 

７．虐待防止受付窓口 

  本法人における虐待防止対応責任者、虐待防止担当者 

虐待防止責任者 株式会社 ライフアップ 代表：岩渕 雄司 

連絡先：０８０－６０５２－１６０９ 

虐待防止担当者 仙台介護サービス  管理者：池田 由美 

連絡先：０２２－３５５－８１０５ 

＊虐待防止対応責任者は、虐待通報者と誠意をもって対応し、解決に努めます。 

 その際、虐待通報者立会いによる相互協議は、相互協議の結果や改善事項の確認をも

とに速やかに、これを市町に通報するものとする。
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８．緊急時の対応方法                                                      

利用者に対する訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速

やかに利用者の家族、居宅支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置

をとります。 
 

 

 

 

利用者の主治医 

氏名  

医療機関の名称  

所在地  

電話番号  

 

 

 

緊急連絡先 

氏名（続柄）  

住所  

固定電話  

携帯番号  
 

 

 

 

利用者の担当 

介護支援専門員 

地域包括ｾﾝﾀｰ 

 

事業所名  

住所  

介護支援専門員  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

９．損害保険の加入 

  当事業者は、訪問介護サービスの提供により、ご利用者の身体・財産等への損害

や人権への侵害がないよう十分留意してサービス提供いたしますが、事業者の責に

よる事故の場合に誠意をもって対応できるよう、損害保険に加入しております。 

  ただし、当該事故の発生につき、ご利用者側に重過失がある場合は、損害賠償の

額を減じることがあります。 

１０．その他運営についての留意事項 

  当事業所は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を契

約期間中はもとより、契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありま

せん。 利用者と事業者は、定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令

の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。            

 

 

 


